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高校生議会の開催が中止となったことから、事前に準備いただいていた質問
に対して、知事や教育長、各部局長から、書面で答弁されました。

本 会 議

知事等との意見交換

大和高田市立高田商業高等学校

○コロナ禍における災害時の対応について

高校生議員からの質問（１番 岡下幸輝議員）
コロナ禍における災害時の対応についてお尋ねします。
昨年、熊本県において令和２年７月豪雨がありました。これはコロナ禍において大規

模な避難を必要とした初めての大きな災害でした。熊本県は、避難所に来る人の体温チ

ェックや消毒を行い、密を避けるために避難者どうしの間隔を大きく開け、またパーテ
ーションやフェンスを利用し、徹底した感染防止対策を行いました。しかし、避難者の
中には、高齢者で感染を心配する人や避難所が密になると考え被災した家から避難しな
い人や、車に避難する人、知人の家に避難する人が多くいたという事例がみられました。

奈良県も、令和２年６月に「新型コロナウイルス感染症に備えた避難所運営に係るガ
イドライン」を作成しており、十分な避難所数を確保するため、学校以外にもホテルや
旅館を活用することや、適切な避難行動について、自治体のホームページ及び広報誌・
SNS を活用し、独自の啓発誌面や折り込みチラシ等に掲載して住民周知の取組を行って
います。
たしかに、これらの取り組みによって、避難所を確保し、避難所の安全性も高められ
るように思いますが、分散して避難するという点では十分であるか心配です。令和２年
７月豪雨の事例のように多くの人は密を避けたいという意識を持っているため、分散避

難が上手くいかなければ避難所へ行くことをためらって逃げ遅れたりするおそれがある
のではないかと思います。
そこで、知事に質問です。このようにコロナ禍や今後も起こりうるであろうパンデミ
ックの状況において、災害が発生した際の分散避難についてどのような対策をお考えで

しょうか。お聞かせください。

理事者からの答弁（荒井知事）

県では、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、昨年６月に、避難所の感染症対策
に関する留意事項をとりまとめたガイドラインを作成して市町村に配付しました。また、
マスク、消毒液や段ボールベッド等の感染症対策のための備蓄の充実を図るなど、市町
村が迅速かつ適切な避難所運営を行うための支援を進めています。

一方、感染防止のための取組として、避難所において、いわゆる密の状態を生み出さ
ないことが重要です。
このため、県では、市町村が避難所として活用可能な施設をできるだけ多く確保でき
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るよう、国や県が保有する施設の情報提供や、県内宿泊施設への協力の呼びかけを行っ

ています。
また、そもそも避難とは「難」を「避ける」ことですので、できるだけ早目の避難行

動と合わせて、避難所だけでなく、安全な親戚、知人宅などへの避難や、自宅が安全な
場所にある場合は自宅にとどまることも有効な手段となり得ることを、県ホームページ

等を通じて、広く情報発信しています。
今後も、避難所以外への分散避難や避難時の注意事項について、市町村と連携して、

住民の皆様へのできるだけ分かりやすい周知、啓発に取り組んでいきたいと考えていま
す。

○コロナ終息後の観光客の誘致について

高校生議員からの質問（２番 島田晴生議員）

コロナ終息後の観光客の誘致についてお尋ねします。
奈良県には様々な産業がありますが、その中でも観光産業は重要な産業の一つとなっ
ています。
私は、毎年初詣に大神神社を訪れており、例年であれば人が歩けないほど参拝客が多

かったのですが、今年の初詣はコロナの影響により例年より人が少なくゆとりをもって
参拝することができました。
さて、令和２年の「観光白書」から全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大による
観光への影響を見ると、2019年度の１月～４月の訪日外国人観光客数は1,090万人ほどい

たものが、2020年度の１月～４月では394万人と大幅に減少しています。それにともない
外国人旅行消費額も減少しており、2019年１月～３月では１兆1,517億円消費していたも
のが、2020年１月～３月では、6,727億円まで減少しています。奈良県においても、南都
経済研究所によると、2020年の奈良市及び周辺部の主要ホテルの12社の客室稼働率は、

緊急事態宣言が出された４月には、前年比71％減、５月には、63.8％減となっており、
宿泊需要が大幅に減少したことがわかります。観光が盛んな奈良県においてこのような
事態は非常に憂慮すべき事態だと考えられます。
それまで順調に伸びていた観光客数や旅行消費額がこのように目に見えないウイルス

一つでここまでの事態に至るのは恐ろしいことです。しかし、こうした感染症の蔓延に
よる観光への影響は今後も想定しなければならないことだと考えます。
そこで、観光局長に質問です。アフターコロナにおいて、従来の観光政策では、再び
感染症が蔓延したときに同じような状況になることが想定されますが、アフターコロナ

の観光政策についてどのようにお考えでしょうか。お聞かせください。

理事者からの答弁（平田観光局長）

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、本県はじめ各地の観光需要は、今後、
増加と減少を繰り返しながらも、同一都道府県内、国内と回復し、海外についても徐々
に回復していくと見込まれます。
このような状況のもとでは、観光事業者、観光客、地域住民の皆さん等がそれぞれの

立場から感染を防止し、安全な旅行を実現できるよう多様な取組が必要だと考えていま
す。
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例を挙げますと、県では、今年５月から適切な感染防止対策を実施する宿泊施設を「安

心なお宿」として認証し周知するなど、安心して宿泊できる環境を整えること、さらに
は飲食店についても同様に認証し、周知することにより、県内経済活動の早期回復を図
っているところです。
また、リゾート地や中山間地域で働きながら休暇をとるワーケーションをはじめ新た

なスタイルに対する関心が高まりつつある中、多様なニーズに応えるバラエティに富ん
だ宿泊施設の充実にも努めていきたいと考えています。
今後も、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の観光の観点を常に念頭に置き、安全・

安心で持続可能な観光地づくりや、新たな生活様式に対応した宿泊施設の充実支援など

に取り組んでまいります。

○奈良県の南部地域における人口減少について

高校生議員からの質問（３番 萩原歩紀議員）
奈良県の南部地域における人口減少についてお尋ねします。
近年、奈良県の人口は減少傾向にあり、いかにして人口を増やすのかが問題になって
いますが、私は特に過疎化が激しい奈良県南部の人口減少への対策が重要であると考え

ています。
「奈良県推計人口年報」によると、奈良県南部地域の２市４町９村における人口が、
平成30年の105,296人から令和２年の100,680人へと4.4%減少しており、これは奈良県全
体の人口1.3%減に比べて大きく減少しています。

同期間の高齢化率にあっては、平成30年の39.7%から令和２年には41.3％へ1.6%上昇し、
こちらは奈良県全体の上昇率1.3％を上回る結果となっています。
一方、15歳未満の年少人口に目を向けますと、十津川村の数値では、平成30年から令
和２年までの間に268人から234人と、年々減少傾向にあることが分かります。

また、私の住む大淀町は、南部地域にありますが、近年、南奈良総合医療センターが
できたり、周辺の道路が年々整備されたりして、人が住みやすい環境になっています。
しかし、同「年報」によって令和２年の人口動態を見てみると、令和元年と比べ319人
の減少となっており、ショックを受けました。

そこで、南部東部振興監に質問です。南部地域における人口の減少をくい止めるため
に、どのような取組をお考えでしょうか。お聞かせください。

理事者からの答弁（藤井南部東部振興監）
本県の南部・東部地域における一番の課題は人口減少対策と捉え、特に、若年層の減

少を抑制するため、「働く場」と「働く人」をどのように増やしていくかに重点をおき、
地域の振興を図ることが重要と認識しています。

このため県では、本年３月に、新たな「南部・東部振興基本計画」を策定し、人が集
まる「拠点の形成」と地域を支える「人材の育成・確保」の２つを、人口減少抑制を実
現するための戦術として定めました。
「拠点の形成」では、京奈和自動車道御所ＩＣ周辺で産業集積地を創り出し、雇用の

機会の増大と若年者の定住を促進します。また、「人材の育成・確保」では、持続可能
な林業の担い手となる人材を養成するフォレスターアカデミーや、奈良南高校での介護
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・医療人材の育成などにより、地域で育った人材が南部・東部の地域内で活躍してもら

えるよう取組を進めます。
今後も、地域住民の皆さまや市町村、団体等と連携・協働し、「住み続けたくなる、

還りたくなる地域づくり」「訪れてみたくなる地域づくり」を目指し、南部・東部地域
の振興のための、さまざまな施策・事業に取り組んでまいります。

県立高取国際高等学校

○出所者の更生・就労支援について

高校生議員からの質問（６番 出合陽翔議員）
出所者の更生・就労支援について質問します。

奈良県では、現在、出所者への更生・就労支援を積極的に行っています。令和２年４
月に「奈良県更生支援の推進に関する条例」が制定され、その条例の下、７月には「一
般財団法人かがやきホーム」が設立されて、９月に２名の出所者が雇用されています。
しかし、出所者が今よりも仕事に就きやすく、働きやすい社会を作るためには、さらな

る支援や就労の促進が必要なのではないでしょうか。
平成27年に出された「刑務所出所者等の円滑な雇用に向けて」という資料では、出所

を控えた在院者・受刑者の９割が就労・就学を希望していることや、その６割程度が就
職等に不安を抱えていることが記載されています。また、保護観察対象者のうち有職者

と無職者では、約５倍も再犯率が違うという調査結果も掲載されています。これらのこ
とから、うまく仕事に就くことができず、また、就職してもそこで思うようにいかない
と感じ離職した出所者は、生活に困窮し、再び罪を犯してしまうのではないかと考えま
した。

一方で、奈良県では県内就業率が低く、全国平均を大きく下回っているという現状が
あります。このことから、出所者への就労支援をより手厚くし、県内企業に就職しても
らい、継続して勤務をしてもらうことが出所者自身のためにもなり、かつ奈良県の県内
就業率を向上させることにも繋がると考えました。こういった点からも出所者の就労支

援には大きなメリットがあると考えます。
また、刑務所内でも更生の支援強化や出所者が就職しやすいように働きかけることで、
出所者の早期社会復帰が実現できると考えました。
そこで、知事に質問です。出所者が犯罪を繰り返すことなく、健全な社会生活を送る

ためにどのような支援をお考えでしょうか。お聞かせください。

理事者からの答弁（荒井知事）

出所者等が再び罪を犯すことなく、地域で暮らし続けるためには、就労の場の確保、
住まいの確保、社会復帰に向けた教育などの支援が重要と考えます。
県では、誰もが地域の一員として包摂される社会の実現を目指し、昨年３月に「奈良

県更生支援の推進に関する条例」を制定するとともに、同年７月に「一般財団法人かが

やきホーム」を設立しました。
この財団では、法務省や五條市のご協力のもと、まず２名の出所者を雇用し、住まい
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の確保や社会的な教育を実施するとともに、五條市森林組合において木の伐採等の林業

研修を実施しています。
さらに、五條市の保護司会、更生保護女性会といった様々な地域の方々のご支援をい

ただき、２名の方は社会復帰に向け、力強く歩みを進めておられます。
引き続き、更生支援の必要性について、県民の皆様のご理解を一層深められるよう努

めてまいります。
また、指摘されているとおり、労働力人口が減少する中で、県内産業に従事する人材

を確保するこの取組は、県内就業者確保の一助になると考えています。
この取組はまだスタートしたばかりですが、今後、出所者の雇用の拡大とともに、林

業以外の新たな就労の場の開拓にも取り組んでまいりたいと考えています。

○県内企業に対する雇用支援・促進について

高校生議員からの質問（７番 村田千陽議員）
県内企業に対する雇用支援・促進について質問します。

奈良県の平成27年度における県内就業率は、71.2％と全国平均の91.0％を大きく下回
っています。中でも、高等学校卒業者のうち就職希望者の県内就職率は、全国が81.3％
なのに対して、奈良県は63.8％と低い水準となっています。このことから奈良県内の労
働者の県外流出が顕著であることが分かります。

そこで私は、県内就職に対する雇用支援について考えました。
近年、奈良県では、外国人労働者数及び外国人を雇用する事業所数が増加しています。

平成27年度の外国人労働者数は2,862人であるのに対し、令和元年度は約２倍の5,563人、
また、外国人を雇用する事業所数は665か所から1,102か所とこちらも大幅に増加してい

ます。これは、ホームページ等で奈良県が事業所に対して明確に雇用時のルールを提示
し、また、事業所側に対して県が「はじめての外国人留学生採用セミナー」を開催する
など、事業所側の不安をなくす取り組みをしている成果だと思います。また、奈良県で
は、コロナ禍で実習先を解雇された技能実習生に対しても受け入れ可能な事業所へつな

ぐなど手厚くサポートしています。
では、県内への就職を希望する若者に対してはいかがでしょうか。隣接する大阪府に

は中途退学者や卒業後も未就職の者などに対する地域就労支援センターの相談窓口など

が60か所以上あります。奈良県と同様に比較的大都市に近い県での支援の例として、長
崎県はホームページ上に県内就職を支援する動画を公開していたり、千葉県は公式Youtu
beチャンネルを作成したりするなど、若者に触れやすい媒体を用いての支援を積極的に
行っています。奈良県でも他府県に負けないような独自の支援なども行うべきではない

でしょうか。
私は、学生のうちにインターンシップ等に参加することが大切だと思うので、高校生
や大学生等と県内の事業所が関わる機会をもっと増やしていけば、県内事業所に魅力を
感じ、目指す人が増え、県内就職率も少しずつ伸びるのではないでしょうか。

そこで、産業・観光・雇用振興部長に質問です。高校生や大学生等の就職希望者と、
県内の事業者との接点を作るためにどのような支援をお考えでしょうか。お聞かせくだ
さい。
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理事者からの答弁（谷垣産業・観光・雇用振興部長）

少子高齢化が進み労働力人口が減少する中で、県内企業における人材確保は非常に重
要です。県では、高校生や大学生等と県内企業との接点を作るために様々な取組を行っ
ています。
具体的には、自分の仕事観に合う企業を見つけられるよう、会社の概要に加えて若手

社員のインタビューなどを掲載した「奈良県優良企業ガイドブック１５０選」を３年ご
とに内容を見直して作成し、高校・大学等に配布のうえ、県ホームページに掲載してい
ます。
さらに高校生を対象に、職業について理解を深め主体的に進路選択ができるよう、県

内企業等へのインターンシップを毎年実施しています。昨年度は、残念ながら新型コロ
ナウイルス感染症の影響で縮小しましたが、令和元年度は、公立高校の生徒が延べ１，
７７５人参加されました。
また、大学生等を対象に、企業を訪問し現場の様子を知ることができる県内企業見学

会の実施、県内外の大学が実施する合同企業説明会への支援、県と奈良労働局が運営し
ているならジョブカフェでの就職応援フェアの開催などを行っています。昨年度は、合
同企業説明会はWEB開催を含め１３回開催し延べ６０９人の学生が、就職応援フェア等は
４回開催し延べ４３６人の学生が参加されました。

今後も引き続き、県内企業の魅力を発信し、高校生や大学生等の県内就職の促進に取
り組んでまいります。

県立奈良朱雀・奈良商工高等学校

○平城宮跡周辺の線路移設がもたらす観光への効果について

高校生議員からの質問（11番 藤川優希議員）
平城宮跡周辺の線路移設がもたらす観光への効果について質問します。
奈良県では、今年３月25日に「踏切道改良促進法」に基づいて地方踏切道改良計画が

策定され、近鉄奈良線の高架化、地下化を含めた線路移設が決まりました。現在、近鉄

奈良線は、大都市大阪から世界遺産が多くある奈良に通ずる重要な路線となっています。
また、大和西大寺駅・近鉄奈良駅間は電車が平城宮跡内を通ることから、僕たちは歴史
を身近に感じるとともに、その景観が生活の一部となっています。しかし、平城宮跡の

保存の問題や渋滞問題の解決を主とした今回の計画により、今後、これまでの景観や交
通状況が大きく変化していくことが予想されます。
この計画の対象となっている地域では、平成30年には朱雀門ひろばがオープンし、奈

良の新たな観光スポットとして注目を集めたこともあって、奈良市を訪れた観光客数は

前年度と比べ4.4％増加し、そのうち外国人の観光客については33.2％増加する結果につ
ながりました。そして、今回の移設計画、それに伴って新設されるであろう駅によりさ
らに注目が集まり、インバウンドにも大きな影響があると考えられます。
そこで、知事に質問です。平城宮跡周辺の線路移設に伴う観光への効果について、ど

のようにお考えでしょうか。お聞かせください。
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理事者からの答弁（荒井知事）

平城宮跡周辺の線路移設については、踏切による渋滞の解消を図る観点と、世界遺産
にも登録されている平城宮跡の文化財としての価値を最大限に発揮する観点から、鉄道
事業者及び奈良市との検討・協議を重ねてきました。
その結果、今年３月に、平城宮跡からの線路移設及び大和西大寺駅の高架化を記載し

た地方踏切道改良計画の策定に至ったところです。
平城宮跡周辺の線路移設が実現すると、線路による公園の分断が解消され、公園を訪

ねる方の移動が便利になるとともに、歴史・文化資産としての一体的な保存・活用が更
に進むことが期待されます。

これにより、平城宮跡がより一層「奈良時代を今に感じる」空間となり、観光地とし
ての魅力が更に向上すると考えています。
また、鉄道事業者との協議を経て平城宮跡の近くに新駅が設置されることになれば、

鉄道アクセスの向上による来訪者数の増加や、更には、奈良公園周辺や平城宮跡といっ

た観光拠点間の連携強化も可能となります。
このように、平城宮跡周辺の線路移設を実現するこのプロジェクトは、奈良の観光振

興に大きく貢献するものと考えています。

○待機児童の解消の方策について

高校生議員からの質問（12番 大下蓮議員）
待機児童の解消の方策について質問します。

現在、日本全国では、待機児童の問題が深刻化しており、ここ奈良県においても同様
の問題が起こっています。
奈良県の令和２年４月時点の待機児童数は201人に及び、多くの保護者が子供を保育所

に入れることを望みながら預けられていません。私にも３歳になる妹がいるのですが、

今通っている保育所を見つけるまで時間がかかったため、母は、なかなか仕事に復帰す
ることができませんでした。
私は、この問題の原因の一つに保育士不足があるのではないかと考えます。厚生労働

省の推計によると、保育士資格を持っているにも関わらず保育士の職に就いていない人

の数は、資格を保有する約154万人のうち約95万人にも及びます。東京都が実施した調査
では、保育士の退職理由として「職場の人間関係」「給料が安い」「仕事量が多い」「労
働時間が長い」などが上位にあがっています。このことから、待機児童問題を解決する
ためには、まず、保育士への就職に対する不安を取り除くサポートや、就業時間への配

慮等を行い、保育士の仕事に就業する人を増やすことなどが必要であると私は考えます。
そこで、こども・女性局長に質問です。待機児童問題の解決には、保育士資格を持ち

ながらも、保育士の職に就いていない人を十分にサポートし、保育士として生き生きと
活躍していただくことが有効な方策と考えますが、県ではどういった政策をお考えでし

ょうか。お聞かせください。

理事者からの答弁（金剛こども・女性局長）

指摘されているとおり、全国的に待機児童が解消しない大きな要因は、保育士を確保
しにくくなっていることです。
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このため、保育士資格を持っている潜在保育士の方々が保育の現場で働けるよう支援

を強化することは、本県においても喫緊の課題であると認識しています。
県では、潜在保育士への就職支援、あるいは離職された方への再就職支援として、平

成２６年に奈良県保育人材バンクを設置して、保育施設との就職マッチングを行ってい
るほか、施設見学や職場体験、未経験やブランクのある方向けの就職支援研修、就職準

備金の貸付などを行っています。
また、保育士の定着支援として、働きやすく、働きがいのある職場環境を整えること

も大切です。現在、保育現場の働き方改革を推進していただくためのマニュアル作成に
取り組んでおり、今後、早期に普及させていく予定です。

言うまでもありませんが、保育士は働く保護者を支え励まし、保護者とともに日々の
子どもの成長を喜び、大切にはぐくんでいく尊い仕事をされています。県では、一人で
も多くの方が保育士として本県の子どもたちのはぐくみに力を発揮していただけるよう、
保育士の仕事の魅力発信にも力を入れていきたいと考えています。

西大和学園高等学校

○滞在型の観光地としての奈良県の在り方について

高校生議員からの質問（16番 藤岡海登議員）
滞在型の観光地としての奈良県の在り方について質問します。

奈良県において、観光業は重要な産業の一つとなっていますが、一方で、課題も見ら
れます。例えば、『ブランド総合研究所 都道府県魅力度ランキング2020』による「コ
ロナ後に観光で行きたい都道府県ランキング」という調査では、京都府が全国第３位、
大阪府が４位である一方で、奈良県は45位という結果が示されています。さらに、訪日

外国人の府県別平均滞在時間の調査結果を見てみると、大阪府が62.5時間、京都府が25.
5時間であるのに対し、奈良県は4.7時間と、京都・大阪に比べて圧倒的に短く、また、
宿泊者数においても全国第46位というデータも見られます。
これらのデータから、観光客にとって奈良県は、２日以上かけて訪れる場所となって

いない、つまり奈良県は、滞在型の観光地とはなっていないということが読み取れます。
また、このことから、観光客が奈良県で消費する機会が他県に比べて極めて少ないとい
うことも同時に推察されます。

私は、これらの問題を解決するためには、幅広い世代の観光客が、宿泊してでも訪れ
たいと思えるような魅力ある観光スポットが新たに必要なのではないか、と考えました。
例えば、隣県の三重県の伊勢志摩エリアには、「伊勢神宮」という大きな観光資源に付
随している「おかげ横丁」といったメインストリートがありますが、近隣の地域には、

「志摩スペイン村」や「鳥羽水族館」といった、長時間の滞在が必要とされるレジャー
スポットも点在しています。
元より多くの観光客が訪れる奈良県が、滞在型の観光地として定着することで、観光

地として一層賑わうとともに、観光客による消費の機会も増え、県内の観光産業にとっ

ても申し分ない状態になるのではないでしょうか。
そこで、知事に質問です。現在、奈良県を訪れる観光客の滞在時間が短いこと、また、

宿泊者数が少ないことを踏まえた上で、それらの問題をどのように解消しようとお考え
でしょうか。お聞かせください。
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理事者からの答弁（荒井知事）

観光は、本県経済にとって大きな比重を占めており、指摘されているとおり、県経済
活性化のためには、宿泊を伴う周遊・滞在型観光の促進が不可欠と認識しています。
本年７月に策定した「奈良県観光総合戦略」では、県内全域への周遊観光につなげる

ため、まず、宿泊施設の質と量の充実、交通・道路体系のさらなる整備、奈良県食材を

使ったおいしい食の提供などにしっかりと取り組んでいくこととしております。
また、奈良が誇る自然・歴史・文化資源をさらに観光に活かしながら、体験メニュー

の充実などバラエティに富んだ、新たな奈良の魅力の創出に努めていきたいと思います。
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とする新しい生活様式に適合した衛生

管理の徹底や、観光施設のバリアフリー化など、快適な旅行に必要な受入環境の充実・
整備を推進する考えです。
もとより、これらの取組を進めるにあたっては、事業者、県や市町村、地域の観光協

会など観光振興にかかわる実施主体がそれぞれの立場を認識し、積極的かつ主体的に参

画され、世界有数の本県観光資源の磨きあげ、そしておもてなしの心を持って来訪者、
旅行者に接することが望まれます。県では、今後、各主体と課題を共有、議論し、連携
しながら、観光振興の取組を進めてまいります。

○都市部から離れた地域における医療体制について

高校生議員からの質問（17番 小林晴議員）
現在、奈良県では、へき地で勤務する医師を確保、支援するために１億 7,400 万円の

政策費が、また、緊急の事態においても対応できるように、総合的に診察が出来る医師
を育成するために 100 万円の政策費が使われています。それらは、都市から離れた地域
において、医師の人数を増員するため、また一人の医師がその地域の患者をみるために
も必要な政策であると思います。
しかし、私は地域医療においては、それだけでは不十分であると考えています。地域

医療では、病人・怪我人などの患者の地域生活を支えることが重要です。したがって、

地域医療においては、病気や怪我を治療するだけではなく、その後の心のケアも大事に
なってきます。つまり、入院や通院をする人だけでなく、「自宅」にいる方たちをも支
えることが重要であり、医師の増員を図るだけでなく、「患者」やその家族に注目する

ことこそ地域医療の本質と言えるのです。
ここで、「奈良新『都』づくり戦略」を調べたところ、現在、奈良県では、南和地域

の地域包括ケア・在宅医療を充実させるための施策のひとつとして、在宅医療の取組の
支援やＡＩ技術を使った高齢者支援システムの構築を進めることで、「自宅」にいる方

たちに対する医療体制や、介護予防体制の整備を図っていることがわかりました。特に、
医療や介護の分野においてＡＩ技術を活用することは大変画期的であり、素晴らしいも
のであると思うので、今後、医療分野においても拡充されることを期待します。
そこで、医療政策局長に質問です。今後、都市部から離れた地域における医療体制を

充実させるためには、情報通信技術（ＩＣＴ）など先進技術を活用し、「自宅」にいる
方たちもケアできるようなシステムの構築が必要であると思いますが、県としてどうい
った政策をお考えでしょうか。お聞かせください。
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理事者からの答弁（平医療政策局長）

現在、「在宅」の方への医療の提供として、電話やインターネットなど情報通信技術
を活用したオンライン診療が進んでいます。オンライン診療では、診察や診断、薬の処
方等の診療行為をリアルタイムに自宅において受けることが可能で、県内では２１７の
医療機関で実施されています。

また、県では、「医療・介護連携ネットワーク」の構築を進めています。このシステ
ムは、利用者である在宅療養者の同意のもと、病名・処方・ケアプラン・介護サービス
利用状況など利用者の医療・介護情報を、医療機関や介護事業所間で共有することで、
在宅療養者への円滑な支援につなげ、安全で質の高い医療・介護サービスの提供を目指

しています。この取組は、へき地を抱える宇陀地域をモデル地域として進めており、限
られた医療・介護資源でいかに質の良いサービスを効率良く提供できるかを研究し、得
られた良い事例を県内に広げていきたいと考えています。
県では、こうした情報通信技術など先進技術を活用した取組を積極的に推進、定着さ

せることで、住み慣れた地域において質の高い医療や介護サービスが受けられる社会の
実現に繋げていく考えです。

県立国際高等学校

○子どもたちが生き生きと楽しく遊べる環境づくりについて

高校生議員からの質問（20番 下村夏月議員）

子どもたちが生き生きと楽しく遊べる環境づくりについてお尋ねします。
「平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、奈良県の児童生徒の
体力や運動能力、運動習慣に関する数値は年々向上しており、例えば、男女総合体力点
においては、小学５年生は全国 32 位、中学２年生は 20 位という結果になっています。
このように、体力面などにおいては、奈良県の児童生徒の能力には向上傾向が見られま
す。しかし、一方で運動が好きな児童生徒の割合は、全国の中でも低くなっています。
同資料によると、奈良県では、「運動が好き」と回答している小学５年生男子が全国 26

位、女子が 42 位、そして中学２年生になると男子が 45 位、女子が 43 位という結果に
なっており、奈良県は、全国的に見て運動が好きな子どもの割合が低いことが分かりま
す。私は、この結果を見て、子どもたちが自由に遊べる環境が以前に比べ減少している
ことが原因の一つではないかと考えました。
私が住んでいる地域には公園がありますが、そこでは安全面を考慮した様々なルール

があります。中には子どもたちが遊ぶ上で自由に楽しく好きな運動が出来ないようにな
ってしまっているルールもあります。例えば、私が幼い時は、近所の公園でサッカーや
野球などボールを使った運動を自由にすることができていました。しかし、近年では、
近所にたくさん家があるため危ないという理由でその公園では「ボールの持ち込み禁止」

というルールができてしまいました。安全面を考えるとこれらのルールは必要であると
思いますが、その一方で子どもたちが以前のようにのびのびと遊べる場所がなくなって
しまうことは、非常に残念なことだと思います。もっと子どもたちがのびのび生き生き
と楽しく遊べるようなスペースがあれば、運動に興味を持つ子どもの割合も増えると思

います。
そこで、知事に質問です。県内の子どもたちが生き生きと楽しく遊べる環境づくりに
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ついて、どのような取組をされていますか。お聞かせください。

理事者からの答弁（荒井知事）
幼児期に運動やスポーツを行うことは、生涯にわたって健康を維持し、何事にも積極

的に取り組む意欲を育み、豊かな人生を送るための基礎になると考えています。
そこで県では、平成３０年に「奈良県スポーツ推進計画」を策定し、「だれもが い

つでも どこでもスポーツに親しめる環境づくり」を目標に取り組んでいます。
現在、県内では、６４の総合型地域スポーツクラブが活動しており、陸上、テニス、

サッカー、水泳、スキーなど様々なスポーツ教室が、地域や年齢、季節を問わず開催さ
れ、子どもから高齢者まで多くの方々が参加されています。
また、スポーツ教室の開催だけではなく、キャンプや星の観察など、子どもたちが楽

しく参加できるような活動を行っているクラブもあります。

県はこの活動がさらに活発になるよう支援しています。
また、県が大和郡山市及び川西町に跨がって設置している県営まほろば健康パークに

は、プールやテニスコートなどがあり、年間約３３万人の方が来園されています。
さらに「みんなが憩い楽しみ、子どもが遊びや運動を通して成長する公園」をコンセ

プトに、エリアの拡張と、子どもの成長段階に応じ、楽しく遊びすごせるような施設の
充実などの機能強化について、具体的に検討を進めているところです。
その他にも、令和１３年に本県で国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催

を予定していることから、橿原市や、大和平野中央プロジェクトとして磯城郡において、

スポーツ施設の整備を検討しています。
引き続き、子どもたちが楽しみながらスポーツができる環境づくりに鋭意取り組んで

まいります。

○奈良県の健康寿命日本一に向けた特定健診の取組について

高校生議員からの質問（21番 奥田星愛議員）

奈良県の健康寿命日本一に向けた特定健診の取組についてお尋ねします。
私たちが通う国際高校では、世界の様々な課題について考え、それらを解決できるよ

うに取り組んでいます。最近では、コロナ禍で起こってしまっている医療従事者に対し
ての差別や偏見を無くそうと、愛媛県から始まったプロジェクトであるシトラスリボン

を作り、それを学校や地域に配布して、意識の輪を広げる活動に取り組んでいます。ま
た、本校のグローバル探究という授業では、「持続可能な社会にするには？」という課
題について、私たち高校生に何ができるか真剣に考えています。この授業の中で、私は、
奈良県の健康増進や医療の取り組みについて着眼し、奈良県の課題について詳しく調べ

ました。その中でも私が一番興味をもち、重要な課題であると考えたのが特定健康診査
受診についての課題です。
厚生労働省が公表している「2019年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」にお

ける市町村国保の数値を拝見したところ、奈良県における、令和元年度の特定健診実施

率は33.6％と全国平均の38.0％を大きく下回っており、全国第40位という低い順位とな
っています。また、奈良県の高齢化の状況について調べると、高齢者人口の将来推計で
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は、令和７年の時点で奈良県の高齢化率は33.3％、令和27年には41.1％になると予想さ

れており、いずれも全国平均を上回っています。高齢になるほど一人当たり医療費は高
額になるため、高齢化が進むにつれ、今後ますます県民医療費が増加することが推察で
きます。
これらのことから、私は、特定健診を多くの人に受診してもらい、健康で長生きでき

る環境づくりとともに、膨らみ続ける医療費の適正化を図ることが必要不可欠であると
考えました。
そこで、医療・介護保険局長に質問です。今後ますます高齢化が進む中で、県民の健

康寿命を伸ばし、医療費の適正化を図るため、具体的にどういった取組をされています

か。お聞かせください。

理事者からの答弁（石井医療・介護保険局長）

特定健診は、４０歳から７４歳までの全ての方を対象に、日本人の死亡原因の約６割
を占める生活習慣病を始め、各種疾病の予防、早期発見を行うため実施されています。
しかしながら、指摘されているとおり、奈良県の国民健康保険の特定健診受診率は、

全国に比べ低い水準で推移しています。

このため、平成３０年度からの６年間を計画期間とする第３期奈良県医療費適正化計
画では、受診率の目標を７０％と掲げ、県と市町村が共同で設置した国保事務センター
による、自然な形で受診を促す行動経済学の理論、いわゆるナッジ理論を活用した未受
診者への受診勧奨など、受診率を向上させるための取組を進めています。

また、健康寿命日本一に向けた取組としては、県民の減塩・野菜摂取の推進といった
栄養面からのアプローチのほか、橿原市、王寺町での健康ステーションの設置・運営に
よる運動習慣の普及、各市町村におけるがん検診の推進など、様々な角度から多様な取
組を展開しています。

さらに、南和地域においては、健康寿命が短い傾向にあるとともに、人口減少や高齢
化が著しく、医療・介護サービスの資源が不足していることから、ＡＩ（人工知能）を
活用した高齢者支援システムの構築や南奈良総合医療センターの訪問看護ステーション
の充実といった取組も進めています。

今後もこのような取組を行政、医療保険者、医療関係者が力を合わせて推進していく
ことにより、本県の健康寿命日本一の達成を実現したいと考えています。

○海外向けの情報発信について

高校生議員からの質問（22番 德永将都議員）
海外向け情報発信と受け入れ態勢についてお尋ねします。
奈良県にとって観光産業は欠かせない産業の一つであり、特に近年は、外国人観光客

の存在がとても大きなものとなっています。昨年以降は、新型コロナウイルス感染症の

影響で、奈良県を訪れる観光客の数は大きく減っていますが、感染症が収束し、再び多
くの外国人観光客が奈良を訪れ、奈良が「持続可能な観光」でより賑わうことを心から
祈っています。
ところで、「持続可能な観光」とは、「訪問客、業界、環境及び訪問客を受け入れるコ
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ミュニティのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分

に配慮する観光」のことであると、国連世界観光機関により定義されています。
このような視点で考えると、奈良県が「持続可能な観光」地であるためには、様々な
国から訪れる観光客にとって、配慮がゆきとどき、また、訪れる側、迎える側が相互に
理解しあえる快適な場所である必要があるのではないかと考えました。

このことについて、県外の例を見てみると、例えば、京都府では外国人観光客向けホ
ームページに、京都を訪れた際に控えてほしい行為や、京都の各地域のしきたりに関す
る記載があります。外国人観光客がより訪れやすい奈良、過ごしやすく心地の良い奈良、
そしてまた訪れたくなる奈良にしていくためには、京都府のように外国人観光客が訪日

した際に知っておいてほしい日本の文化やマナーなどを事前に理解していただくことが
大切だと私は思います。
そこで、観光局長に質問です。奈良県が今後も、多くの外国人観光客にとって「持続
可能な観光」の場所であるために、現在どのような情報を発信しており、また、今後ど

のような取組を予定していますか。お聞かせください。

理事者からの答弁（平田観光局長）

外国人観光客に対して、日本の文化やマナーへの理解を深めてもらうことは大切であ
り、また、全国的な課題であることから、国においても、外国人観光客向けマナー啓発
動画を作成し、ホームページで配信するとともに、自治体等での活用を推進しています。
本県でも、この動画を活用し、外国人観光客向けホームページや観光案内所で配信す

るとともに、市町村等にも働きかけ、広く日本の文化やマナーの啓発に取り組んでいる
ところです。
また、奈良県特有の課題としては、奈良公園の鹿に関する「餌やりのマナー」や「鹿

との接し方」について、立て看板やチラシ、ホームページで、イラストなどをまじえて

わかりやすく、外国人観光客のマナー啓発にも取り組んでいます。外国人観光客で賑わ
う「持続可能な観光地・奈良」の実現を目指し、今後、県内各地域・観光地の文化や習
慣の尊重、自然環境や景観への配慮などについて、普及・啓発ツールの開発、必要に応
じたルールの検討などに取り組んでいきたいと考えています。

県立添上高等学校

○次代を見据えたスポーツの在り方について

高校生議員からの質問（25番 大槻亮介議員）
次代を見据えたスポーツの在り方について質問します。
最近、新聞などで「学校での部活動の在り方」に関する様々なニュースを目にします。

その多くが先生方の長時間労働に関するものです。私たちを指導していただいている先

生方も平日の朝練習、放課後の練習に加え、休日の練習や大会など、多くの時間を私た
ちのために費やしてくださっています。そうした先生方が長時間労働により、体調を崩
されることは私たちにとっても悲しいことです。
その解決策の一つとして、注目されているのは、「学校での部活動」が「地域での社
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会体育」に変わっていくモデルだと思います。そこで、私は「学校での部活動」と「地

域での社会体育」について、それぞれのメリットとデメリットを考えてみました。
まず、「学校での部活動」ですが、メリットとしては指導してくださるのが学校の先

生なので、普段の生活の様子や家庭の様子、学習の状況などを理解したうえで指導して
いただいたり、相談にのったりしてもらえます。これは、人間的にまだまだ未熟な私た

ちにとっては、非常にありがたい事だと思います。次にデメリットですが、学校の先生
には異動という制度があります。そのために、ある日突然、信頼していた先生が異動さ
れ、指導してもらえなくなる可能性があります。最悪の場合、ライバルチームの指導者
として敵対することになってしまうこともあります。私たちが進学先の学校を選択する

際、指導していただける先生の人柄や印象は大きなポイントとなります。
次に「地域での社会体育」について考えてみます。昨年度、文部科学省でまとめられ

た「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」では、令和5年度より、休日の部
活動を段階的に地域に移行することや合理的で効率的な部活動を推進することが示され

ています。先生方の働き方改革の一環という事ですが、休日の部活動が「地域での社会
体育」に移行するのであれば、「学校」という枠を外れた新しい集団でスポーツに取り
組む事ができます。たとえば、学校ではサッカー部に所属し、地域では陸上競技に取り
組んだり、普段はライバルチームで切磋琢磨している関係が地域では同じチームで共に

汗を流すなど、新しいスポーツの取り組み方ができると思います。一方、社会体育にな
るということは、そこには費用が大きくかかると考えられます。そのため、学校部活動
では活動できていた子どもたちも費用の面で諦めなければならない可能性があります。
さらに指導者は先生ではなくなるため、勉強や生活に理解をしていただけるかも不安な

要素となります。
そこで、教育長に質問です。休日における「学校での部活動」が「地域での社会体育」

に変わっていく中で、練習環境の整備や練習場所の確保、指導者の確保など、そしてそ
の費用について、どのように考えておられるかをお聞かせください。

理事者からの答弁（吉田教育長）
運動部活動が生徒の豊かなスポーツライフを実現する基盤となるためには、学校中心

型の活動から学校・地域連携型の活動に転換すべきであると考えています。
今後、「地域での社会体育」に段階的に移行するためには、学校の体育施設を開放し、

総合型地域スポーツクラブや民間のスポーツクラブなどに、広く活用していただくこと
も一つの方策であると思います。そのためには、学校の体育施設や備品を充実させ、県

民のためのスポーツ環境として整備することも必要となります。
また、指導者については、教員に代わり、スポーツクラブ等で、専門的な技能を持つ

社会体育指導者等を確保していただくとともに、これまで運動部活動を指導してこられ
た退職教員が「地域での社会体育」においても指導を行うことで、生徒の期待に応える

ことが可能となると思っています。
なお、スポーツクラブ等で活動する費用については、これからの豊かなスポーツライ

フを実現するためにも、受益者による負担が妥当であると考えています。
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○スポーツの意義を高める環境について

高校生議員からの質問（26番 矢野優芽議員）
スポーツの意義を高める環境について質問します。
東京オリンピック・パラリンピックを契機に、競技スポーツが人々に与える感動やス

ポーツが心身の両面にわたる健康の保持増進に果たす役割など、スポーツの意義につい

て注目されています。
そこで、私は、スポーツの意義を高めるための環境づくりについて考えてみました。

オリンピックやプロスポーツを観て、国民の皆さんが感動し、その感動を共有すること
ができるのは、自身が学校で経験した競技スポーツでの感動や、部活動応援の体験、さ

らに体育大会や球技大会での経験がその根底にあるからだと思います。その点で、学校
がスポーツの普及やスポーツの場として果たしてきた役割は大きいと思います。オリン
ピックやプロスポーツで活躍されている選手のほとんどが、学校での部活動をきっかけ
に競技をはじめているように思います。それはプロ野球では、ほとんどの選手が高校野

球を経験していることからも想像できることです。
私が通学する添上高校には、体育科である「スポーツサイエンス科」があり、トップ

アスリートを目指す生徒や将来のスポーツ指導者を目指す生徒がたくさんいます。その
ため、運動部活動も盛んで、放課後には他の高校にはない恵まれた施設で、専門的な知

識をもつ先生に指導していただいています。私は普通科で学ぶ生徒ですが、水泳競技部
に所属し、校内にある温水プールを使って、冬でも泳ぎ込みの練習ができるなど恵まれ
た環境で日々の練習に頑張っています。
しかし、残念ながら高校を卒業してしまうと、大学などに進学して競技を続ける人を

除き、スポーツに向き合う時間や機会が激減します。街中にはスポーツクラブやスポー
ツスクールもありますが、もっと身近にスポーツを楽しめる、競技を続けられる環境が
あれば、スポーツの意義や役割を高める事ができると思います。
「学校」の施設開放などもされていますが、個人で利用する事は難しく、施設を使用

できたとしても一緒に取り組む仲間がいないとスポーツの意義も半減してしまうと思い
ます。また、施設を開放するだけでなく、各スポーツの基礎や技術を指導してもらえる
環境があれば、生涯をとおして継続させていくこともでき、スポーツの意義や役割も高
まると思います。

また、最近、「学校」では体育施設が経年劣化により使用できなくなっていたり、指
導していただく先生がいなかったりするために、十分な活動ができていない部活動があ
ると聞きます。
そこで、教育長に質問です。奈良県のスポーツをより活性化させ、スポーツの意義を

高めていくためには、「学校」の体育施設を県民の皆さんの“スポーツの場”として活
用していくことが必要だと思います。このことについて、どう考えておられるかお聞か
せください。

理事者からの答弁（吉田教育長）
学校の体育施設を「地域スポーツの場・拠点」として、多くの人に積極的に利用して

もらうことで、誰もが気軽にスポーツに親しむことができる社会の実現が期待され、ス
ポーツの意義を高めるものと考えています。本年度は、学校教育に支障のない範囲で、
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体育館やグラウンドの開放を、県内３４校で延べ１６０日行う予定です。

また、県立学校では、これまでからも学校の体育施設を活用して、例えば御所実業高
校ではラグビー教室を、五條高校ではサッカー教室を、大和広陵高校ではレスリング教
室を開催するなど、地域の子どもを中心にスポーツに親しむ機会も提供してきました。
今後も県教育委員会としては、各学校に対し、スポーツ教室の継続や新たな開催を働き

かけたいと思います。
なお、添上高校では、輝かしい歴史と実績を持つ陸上競技において、小学生や中学生

を対象としたスポーツ教室の開催にとどまらず、地域スポーツの活動拠点と位置付けた
いと考えておられることから、県教育委員会としてもその実現に向けて支援してまいり

たいと考えています。

（議場）
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高校生議員からの提言（住みよく魅力ある奈良県づくり）

第１号 キャンプを利用した持続可能な地域づくりについて
大和高田市立高田商業高等学校

提言者（４番 西上和葉議員）

大和高田市立高田商業高等学校を代表して、提言第１号 キャンプを利用した持続可
能な地域づくり につきましては、提言文の朗読をもって提案にかえさせていただきま
す。
現在キャンプ人口が増加しています。キャンプ場予約が可能な「なっぷ」の新規登録

者数は2020年４月に一時下がっているものの、９月～12月期には前年比で２倍になって
いることが分かりました。こうした需要を取り込むことが持続可能な地域づくりにつな
がると考えます。
キャンプはコロナ禍でも開放的な環境で密を避けることも可能で、感染症が蔓延して

いる状況にあっても実施することが可能な形態の一つです。奈良県のキャンプ場は少な
い状況ですが、新設しなくとも特に南部において学校や廃校のグラウンドを利用するこ
とで、キャンプ場が増設できると考えます。
このように学校のグラウンドをキャンプ場に利用することには、もう一つのメリット

があります。学校は避難場所に指定されていることも多いのですが、テントや道具をレ
ンタルできるようにストックしておくことで、それらを災害時に地域住民のために役立
てることもできます。また、コロナ禍では、密を避けようと体育館での避難生活が敬遠

される例もあり、グラウンドにテントを設置して活用すれば、密を避けることも可能に
なります。
このように「キャンプを利用した持続可能な地域づくり」について奈良県が積極的に

取り組むことを提言します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。

第２号 コロナ禍後の観光客の呼び戻し方策について
県立高取国際高等学校

提言者(８番 辰巳莉子議員)

県立高取国際高等学校を代表して、提言第２号 コロナ禍後の観光客の呼び戻し方策
につきましては、提言文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世界中で人の往来が制限される今、県内に

おいても観光客の姿を見ることはほとんどありません。ですが、この事態が終息した後

に、以前のように奈良県に活気を取り戻し、観光客を呼び戻すため、発信したい奈良県
の魅力について提案します。
奈良県には、奈良公園周辺や明日香地域をはじめとする歴史的資産が多く存在するた
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め、それらを見学することを目的とした国内旅行者や外国人観光客が多く訪れていまし

た。しかし、多くの観光客が奈良県を訪れる一方で、受け皿となる県内のホテル客室数
は全国最下位となっています。
加えて、インバウンドによる旅行消費単価は、１人あたり5,355円とこちらも全国最下位
となっています。

私は、これらの課題を解決し、多くの観光客に奈良の魅力を伝えるために、ホテルの
増設と同時に、ホテル内に奈良県の特産物やお土産品を販売するコーナーを充実させる
という案を考えてみました。
お土産コーナー自体は珍しくはありませんが、商品のラインナップや販売地域を充実

させることで、より多くの人の目に触れ、消費の増大が期待できます。県内を訪れる歴
史的資産を目的とした観光客は、都市部だけでなく地方にも多く訪れています。しかし、
都市部に比べるとお土産品を販売している場所や商品の数は少ないように思います。そ
のため、地方にある小さなお店などでもお土産品を買えるようにすれば、地方を訪れた

観光客からの消費単価の増大も見込めます。一方で、カタログやホームページ等でお取
り寄せ商品を充実させ、県全体で積極的に運用することも効果的だと考えます。
また、その商品を作るのに、南部地域をはじめとする奈良県産の食材や農産物を中心
に使用することで、県内消費の促進や地域振興にもつなげることができると思います。

このように、より多くの観光客に奈良県の魅力を発信し、コロナ終息後も国内外の多
くの人に再び奈良を訪れ、滞在してもらうことは、奈良県の活性化、地域振興にとって
非常に大きなメリットがあると考えますので、以上をコロナ禍後の観光客の呼び戻し方
策として提言します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。

第３号 観光地におけるトイレの洋式化及び温水洗浄化の一層の
推進について

県立奈良朱雀・奈良商工高等学校

提言者（12番 大下蓮議員）
県立奈良朱雀・奈良商工高等学校を代表して、提言第３号 観光地におけるトイレの

洋式化及び温水洗浄化の一層の推進 につきましては、提言文の朗読をもって提案にか

えさせていただきます。
古都奈良には多くの観光資源があり、国内外から多くの観光客が訪れています。せっ

かく奈良を訪れていただいたのですから、快適な環境のもと奈良の魅力を楽しんでもら
いたいと思います。

私は、県内の観光地を家族と一緒によくまわるのですが、トイレに入ろうとすると、
その多くが和式のトイレであることに気付きました。一方で、現在は、日本でも洋式ト
イレが普及しており、多くの家庭で洋式トイレが使用されています。
あるメーカーの調査によると、日本の観光地の公衆トイレは「４割が和式」であるこ

とが分かっています。ところが、訪日外国人に日本の観光地のトイレについて、「主に
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使用したトイレはどちらですか？」と質問したところ約84％が「洋式トイレ」と回答し

ています。このことからも外国人観光客に快適に過ごしていただくためには、トイレの
洋式化は必要だと思われます。さらに、「温水洗浄便座を設置してほしいか」という質
問に対しても、50％が「設置してほしい」と回答しました。このことからも、日本独自
の温水洗浄便座を、外国人観光客に使用していただき、観光地の快適性を高めることで、

奈良県を再訪したいと思っていただけるのではないかと考えます。
このようなトイレの整備は、訪日外国人のみならず日本人観光客にも多く来県してい

ただく上で重要な課題であると考えます。
以上のことから、奈良県をより快適な観光地とするために、県が管理している公衆ト

イレはもとより、それ以外の公衆トイレについても、設置状況を把握し、補助をするな
どして、観光地におけるトイレの洋式化及び温水洗浄化を一層推進していくことを提言
します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。

第４号 歴史を学べるテーマパークの設立について
西大和学園高等学校

提言者（17番 小林晴議員）
西大和学園高等学校を代表して、提言第４号 奈良の歴史を学ぶことができるテーマ

パークの設立 につきましては、提言文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。
奈良県には、修学旅行で訪れた客をのぞくと、一体どれだけの若者や家族が訪れてい
るでしょうか。奈良市観光総合調査によると、奈良市に滞在した観光客のうち、10代～2
0代の観光客数の割合は約20％となっています。この割合は、人口における年齢構成の割

合を考えると、決して低い訳ではありませんが、私は、もっと多くの若者に奈良の魅力
を知ってもらい、奈良が持続的に観光客に訪れてもらえる場所になって欲しいと考えて
います。そして、そのためには、若い世代のひとたちが、ぜひ行ってみたいと思えるよ
うな、一年中営業しているテーマパークの存在が欠かせないと考えています。

奈良県では、以前に比べ、一年中開いている大型レジャー施設が減っています。現在
も、花火大会や祭りなどのイベントは行われていますが、それらは、１日、または数日
で終わってしまうものです。今後、奈良県が、滞在型の観光地として定着し、また、奈
良県の魅力をより多くの人たち、特に若い世代の人たちに知ってもらうためには、一年

中開いている、奈良県の特色を生かした魅力的なテーマパークが必要ではないでしょう
か。
しかし、ただのテーマパークをつくったとしても、大阪にユニバーサル・スタジオ・
ジャパンが存在するため、観光客数は振るわないことが予想されます。だからこそ、奈

良最大の長所である「歴史」そのものを使うのです。
私たちが提案するテーマパークは、科学館のようなものをイメージしています。施設
内を「古墳時代」から「令和時代」までの時代ごとにエリアを分け、一本の道を作るこ
とで、日本のたどって来た歴史や伝統をひとつづきに学べるようにします。また、歴史



39

をテーマとした他県の施設と差別化を図るために、奈良県の歴史にとどまらず、日本の

歴史の変遷についても学べる、体験型の施設となるよう考えています。このような、奈
良の歴史や伝統を生かした体験型のテーマパークは、大変興味深いと思いませんか。
今後、奈良県が、持続可能な観光地として発展するためには、伝統ある寺院で観光業
を成り立たせるだけでなく、奈良を訪れた人たちに歴史や伝統の新たな魅力を発信し、

それらを現代と結びつけて体感できるような観光地であることが必要であると考えます。
以上、奈良県が、これからも多くの人で賑わい、発展する都市となるよう、歴史を学
べるテーマパークを設立することを提言します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。

第５号 多方面の利用ができるコミュニティ施設の設置について
県立国際高等学校

提言者（23番 天野結海議員）
県立国際高等学校を代表して、提言第５号 多方面の利用ができるコミュニティ施設

の設置 につきましては、提言文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。
私たちの学校では、１年間を通して、文化祭や体育大会などさまざまな活動が行われ

ています。しかし、放課後にこれらの行事や発表活動に関わる作業や練習をするための
場所の確保は意外と難しく、休日に学校の教室を使う場合においても、学校の先生に勤

務をしていただく必要があります。また、地元の図書館を利用したいと思っても、友達
と情報を共有することや、物を作ったり発表の準備をしたりといった作業を行うことは
図書館ならではの静かな環境づくりに適していないため利用を拒まれます。
そこで私たちは、多方面の活動やさまざまな世代のひとたちが交流できるコミュニテ

ィ施設の設置を提案したいと思います。このコミュニティ施設は、学生はもちろんです
が、どの世代の人も利用が可能な図書館のような施設にしたいと考えています。しかし、
図書館と大きく違うのは、勉強や読書だけでなく、物の製作や話し合い、相談などがで
きるスペースを設けるところです。

このような施設があることで、テスト期間中であれば勉強の教え合い、文化祭の時期
ならば準備物の作成などが可能になります。また、異なる学校や異なる世代のひとたち
が、自分が所属する学校や世代を超えてコミュニケーションをとることで、さまざまな
考えに触れ、相互の理解も深まることが期待できます。

このように、学生をはじめ、多くの世代のひとたちが世代を超えて学び合いができる
場、交流ができる場として、多方面において利用が可能なコミュニティ施設の設置を提
言します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。



40

第６号 競技とスポーツの両立化がもたらす豊かな生活について
県立添上高等学校

提言者（27番 御前有莉奈議員）

県立添上高等学校を代表して、提言第６号 競技とスポーツの両立化がもたらす豊か
な生活 につきましては、提言文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。
競技とスポーツの両立といえば、国民体育大会から国民スポーツ大会へと名称が変更

される国体が思い浮かびます。中学３年生から成人までの幅広い年齢の競技者が世代を

超えて参加する国体は、奈良県民の代表“地元の代表”として出場する事ができる大会
です。また、国体は、国やスポーツ協会においても国際レベルを目指すアスリートが競
う国内トップレベルの総合競技大会とされ、どの競技においても“出場したい大会”の
上位に挙げられる大会であり、同時に全ての県民に笑顔と感動を与え、一体感を生み出

す事ができる大きなイベントだと思います。
私は、この国体が10年後に奈良県で開催されるという記事を新聞で見ました。私たち

は、この大きなイベントである国体が奈良県で開催されることを契機に、県民の皆さん
のスポーツに対する意欲を一層高め、健康の保持増進に生かしていくべきだと考えます。

そのためにも、県民が手軽にスポーツを楽しむことができ、競技者の練習拠点となる
専門的な施設が整備されれば、競技者の頑張る姿を県民の皆さんが身近に目にすること
ができ、一体感も得られると思います。
そこで私たち添上高校は、現在計画が進行している橿原運動公園及び橿原公苑の整備

に加え、平城宮跡や奈良公園などの世界有数の文化遺産を望む場所に、吉野杉などの県
特産品を使用し、景観と機能を共存させた体育館、武道館、室内50ｍプールを建築し、
「奈良国体のレガシー」として次代の奈良県スポーツの拠点となるスポーツ施設を建設
することを提言します。

令和３年８月18日 奈良県高校生議会

ぜひとも、ご賛成いただきますよう、よろしくお願いします。
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